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2014 年 6 月 20 日、神奈川県地方自治研究センター第 9 回定時総会記念講演会が神奈川県地域
労働文化会館で開催された。東洋大学法学部教授の沼田良氏より「地方分権改革の現段階と課題－

新しい総合計画と自治基本条例を素材に－」というテーマで、講演いただいた。以下は、その講演

内容をもとに編集部が作成した原稿に、沼田氏が加筆・修正したものである。 
 
 

2011（平成 23）年に地方自治法が改正に
なって、市町村の基本構想について議会の議

決の義務付けが削除された。結果として市町

村の基本構想は、作っても作らなくてもいい、

という状況になった。 
当時の民主党政権の「地域主権改革」はい

ろいろ議論はあるが、地方分権の一種として、

自治体に対する義務付けとか、枠付けをやめ

ようということでスタートした。その一環で、

基本構想を議会で議決するという市町村に対

する過剰な義務付け、干渉をやめたというの

がうたい文句で、今日に至っている。 
それまでは、地方自治法の第 2 条第 4 項

に「市町村は、その事務を処理するに当たっ

ては、議会の議決を経てその地域における総

合的かつ計画的な行政の運営を図るための基

本構想を定め、これに即して行うようにしな

ければならない。」とあり、議会で基本構想

を議決することが義務付けられていた。都道

府県についてはこの規定がないので、自由だ

ったが、おおむね同じようにやっていた。 
2011 年の自治法改正は 8 月 1 日施行で、
義務付けを廃止するが改正後も引き続き議会

の議決は自由だと、総務大臣通知が出された。 
その根拠として、自治法の第 96 条の議会

の議決事項第 2 項「前項に定めるものを除
くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地

方公共団体に関する事件（法定受託事務に係

るものを除く。）につき議会の議決すべきも

のを定めることができる。」の規定が示され

ている。つまり基本構想は、議会で議決する

ように自分たちで決めることができる、とい

う微妙な位置関係にある。 
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これまでの総合計画

－総花的で全国画一の自治省研究会モデル－
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2014年 7月 19日、第 50回地方自治研究神奈川集会分科会がワークピア横浜で開催された。第

2 分科会「人口の変化に対応した基礎自治体改革」では、総務省自治行政局市町村課長の小宮大一
郎氏より「新たな広域連携」のテーマで、ご講演いただいた。以下は、その講演内容をもとに編集

部が作成した原稿に、小宮氏が加筆・修正したものである。 
 
 

 
4 月に今の職場にきて、今日のテーマをい

ろんな地方で話す機会がある。3 大都市圏以
外の地域の全国で 60 くらいある人口 20～
30 万人程度の市、中山間地域や離島の市町
村で合併したけどなかなか立ち行かない、と

いったところでどうやって住民サービスを提

供していくかというのが、私の仕事のテーマ

となっている。 
神奈川県内はそれらの地域とは環境が違う

ように思うが、県西地域の市町においては、

人口減少や住民サービスの提供が難しくなり

つつあると聞いているので、そういう理解で

お話しする。

 

まず、経済財政諮問会議の専門委員会とし

て設置された「選択する未来委員会」が、5
月に発表した「これまでの議論の中間整理」

概要をごらんいただきたい（資料 1）。 
確実な未来として、50 年後も人口減少が

続き加速する。現状のままでは「人口急減、

超高齢社会」が到来して、人口が 2060 年に
は 8,674 万人になる。高齢化率も 2013 年の
25％から 2060 年の 40％まで上がるという
ことになっている。 
そして、「現状のまま何もしない場合の未

来像」ということで、プラス成長を続けるこ

とが困難になり、マイナス成長が定着する。 
「人口オーナス」、これはボーナスとは逆

の言葉で、マイナスの負荷・負担ということ

を表す。要するに人口が減っていくことで、

社会の経済成長だけでなく、年金やいろいろ

なことが社会の負担となって、のしかかって

くるということである。20代 30代の女性が
どんどん減っていくことで、産む子どもが少

なくなって、縮小スパイラルで人口が減って

いく。「人口オーナス」と「縮小スパイラル」

双方の作用で国民生活低下のおそれがある。 
また、労働市場の二極化で、格差の固定

化・拡大といったことが進む。地方で 4 分
の 1 以上の自治体の消滅可能性があって、
東京では超高齢化する。医療・介護費の増加

によって、財政破綻リスクが高まるといった

12　自治研かながわ月報 2014年10月号（No.149）



 13 

 

 
50 1

65 70

 

 
 

 

11 36,000 22
69,000 2

11 114
216 2  

37 33 4

79 21 112
30

 

5
1,200 7 3

5 8

 
23
10

2

 
 

5

3  

 

 

新たな広域連携　13



 14 

 
 

30

25 6

 
 

20
1 61

 
6

5

 

 

 
 

186

20

 

 

 

 
 

 

5

23

4  

14　自治研かながわ月報 2014年10月号（No.149）



 15 

 
 

 

5  

20

 

26

 
 

 

26

6  
 

 

6  
 

 
 

 

新たな広域連携　15



 16 

 
1 1

1 1

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

16　自治研かながわ月報 2014年10月号（No.149）



 17 

 
 

9

 

 
 

 

31

 
27

6

 

 

 

 
  

新たな広域連携　17



資料 1

18　自治研かながわ月報 2014年10月号（No.149）



〈
大
都
市
圏
域
関
係
〉

東
京
２
３
区
・
横
浜
市
・
川
崎
市
・
相
模
原
市
・
さ
い
た
ま
市
・
千
葉
市
の
通
勤
・
通
学
１
０
％
圏

（
注
）
平
成
2
2
年
国
勢
調
査
「
従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
常
住
市
区
町
村
」
を
も
と
に
作
成
。
以
下
の
地
図
画
像
は
「
白
地
図
K
e
n
M
a
p
」
の
地
図
画
像
を
編
集
し
て
い
る
。

→
東
京

２
３
区

→
千
葉

市

→
横
浜

市

→
相
模

原
市

→
千
葉

市
及
び
東
京

２
３
区

→
横
浜

市
及
び
東
京

２
３
区

→
さ
い
た
ま
市

及
び
東
京
２
３
区

→
川
崎

市
及
び
東
京

２
３
区

凡
例

：
市

町
村
単

位
の
網

掛
け
は
以
下

の
地
域
へ

の
　
　
通
勤
・
通
学

１
０
％

圏
を
示
し
て
い
る
。

2
3

資料 2

新たな広域連携　19



を
る
た

の の
を

る
た

の

の
を

し
い

の
の

い
て

を

の
の

の
を

し
い

の
通
の

し
て
の

を
し

の
は

の

の
を

い

の
を

し
い

る

は
を

さ
る
た

の

る

し
い

の
の

の
の

は
い

し
い の

い
は

い

を
し

い

て
の

の
る

る の
し
て
は

の
の

の

は
し
た

し
て

を
る

る
は

し
た

る
を

て

地
の

の
の

例

し
の

区

の
相

・

地
い

の
相

る
→
地

の
地

の
の

→
の

を
し
て
い
る

圏
→
市

町
村

相
の

の
を

通 を
る

を
け
る

の
を

る る

域

さ
し
て
い

い の
て

さ
た

の
の

さ
て
い
る

例
い

の
通

2
9

資料 3

20　自治研かながわ月報 2014年10月号（No.149）



資料 4

新たな広域連携　21



資料 5

22　自治研かながわ月報 2014年10月号（No.149）



資料 6

新たな広域連携　23



24 
 

 
神奈川県地方自治研究センター理事で、神奈川大学経済学部の佐

藤孝治教授が著者のブックレット「東京湾岸の地震防災対策－臨海

コンビナートは大丈夫か－」が発刊されました。 
本書は、早稲田大学理工学研究所に設置された「臨海部の地震・

津波防災性向上に関する懇談会」で分野横断的に検討された内容

を、各分野の専門家が「見える化」したもので、佐藤理事は「第 9
章コンビナート災害が社会・経済活動に及ぼす影響」を執筆してい

ます。（編集部記） 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

そのとき東京と日本に何が起きるか。 
地震による地盤の液状化・側方流動、長周期振動、津波による油流出・海上火災。それらは、東京湾上に、臨海

部に、そして周辺に巨大な被害をもたらす。備えは大丈夫か。社会と経済を守るためにどう備えればよいのか。 

Part 1 東京湾臨海コンビナートの危険性

第 1 章 コンビナートの地震・津波リスク （濱田 政則） 
第 2 章 東京湾の現状 （濱田 政則） 
第 3 章 東京湾臨海コンビナートの危険性 （濱田 政則） 

Part 2 コンビナートの強靱化対策 
第 4 章 コンビナートの強靱化と耐震補強 （樋口 俊一） 
第 5 章 土木構造物の耐震補強 （樋口 俊一） 
第 6 章 プラント設備の耐震補強 （樋口 俊一） 
第 7 章 津波対策 （樋口 俊一） 

Part 3 災害が社会・経済に与える影響  
第 8 章 コンビナート施設の地震リスク診断と最適投資（中村 孝明） 
第 9 章 コンビナート災害が社会・経済活動に及ぼす影響（佐藤 孝治） 
第 10 章 大規模災害の経済的被害の推計－その難しさ（飯塚 信夫） 

 
発行：早稲田大学出版部（2014 年 9 月 1 日発売） 
Ａ5 判 150 ページ・本体 1,200 円＋税・ISBN：978-4-657-14302-0 
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